
令和元年度 第１回匝瑳市（仮称）パークゴルフ場名称選定委員会 

会  議  録 

 

１ 日 時 令和元年１１月２１日（木） 

      開会 午前１０時００分  閉会 午前１１時００分 

  

２ 場 所 匝瑳市民ふれあいセンター ２階会議室 

 

３ 出席委員 

      本田志夫委員 岩井清委員 佐藤浩巳委員 石和田秀雄委員 

      石川浩之委員 鈴木正夫委員 大木進一委員 塚本貢市委員 

 

４ 出席職員 

      教育長 二村好美 

（事務局）生涯学習課長 増田善一 

      スポーツ振興班統括（主査） 熱田誠寛 

      スポーツ振興班副主査 伊藤雄大 

 

５ 開 会  

生涯学習課スポーツ振興班熱田統括による進行。 

      出席委員が過半数を超えたため会議は成立。 

 

６ 委嘱書の交付  

二村教育長より各委員へ委嘱書を交付。 

 

７ 教育長あいさつ 

 

８ 委員長、副委員長の選出について  

教育長が仮議長となり進行。  

事務局より、パークゴルフ協会会長の佐藤浩巳委員を委員長、匝瑳市スポーツ推進

委員連絡協議会副会長の鈴木正夫委員を副委員長に提案し、原案のとおり承認された。 

 

９ 議 事 

   ※議長は佐藤委員長（匝瑳市（仮称）パークゴルフ場名称選定委員会規則第５条） 

 

（1）パークゴルフ場名称募集要項（案）について 

・事務局から施設概要及び募集要項（案）について説明した。 

 

委 員 Ａ：採用名称は複数の応募名称を組み合わせたものも認められるのか。 

事 務 局：名称選定委員会で協議のうえ、認められるのであれば可能である。 

委 員 Ａ：要項にもその旨を記載すべきではないか。 

事 務 局：要項を修正し、応募名称の一部採用についても記載する。 



 

委 員 Ｂ：名称を募集することをどのように告知するのか。 

事 務 局：本日いただいた意見を基に要項の修正を行い、広報そうさ12月号並びに市ホー

ムページで募集を告知する。 

 

委 員 Ｂ：学校関係への応募用紙の配布はどうするのか。 

事 務 局：市内の小学校、中学校、高校に応募の案内を行う。 

 

委 員 Ａ：応募資格を市内在住、在勤、在学の方としたのはなぜか。 

事 務 局：要項の作成にあたっては、過去の施設の名称募集要項を参考に作成した。 

基本的には市民に親しんでもらえるものを整備するという考え方があり、応募資

格をこのように設定した。 

 

委 員 長：議事（１）パークゴルフ場名称募集要項についての議事を打ち切る。 

パークゴルフ場名称募集要項（案）について、修正のうえ、承認してよろしいか。 

賛成の委員の拍手を求める。 

 

委 員：（拍手全員） 

 

委 員 長：拍手全員。議事(１)パークゴルフ場名称募集要項については修正のうえ、承認し

た。 

 

（２）その他について 

  ・事務局から今後のスケジュールについて説明。 

 

  （各委員からの質疑なし。） 

 

１０ その他 

 

委 員 Ｃ：使用料や備品の貸し出しについてはどのように考えているのか。 

事 務 局：使用料については、今年度中には決める予定である。備品については、クラブ

やボールの貸し出しを行う予定である。靴の貸し出しについては用意すべきか検

討中。 

 

委 員 Ｃ：コースは全体的に平坦なのか。 

事 務 局：コースには起伏を作るように整備中である。 

 

委 員 Ａ：近隣では旭市にコースがあるが、そこの使用料はどれくらいか。 

事 務 局：65歳以上が350円、高校生以下が250円、それ以外が500円。市のパークゴル

フ場の使用料については近隣とあまり差が出ないように設定する予定である。 

委 員 Ｄ：旭市は市外利用者の場合、料金が1.5倍である。 

 

委 員 Ｃ：旭市のパークゴルフ場はいつ頃オープンしたのか。 

事 務 局：平成20 年7月にオープンした。 



 

委 員 Ｃ：旭市の利用者は年間何人くらいか。 

事 務 局：平成28 年度の利用者は28,245 人であった。 

 

委 員 Ｃ：管理棟には食堂を設置するのか。 

事 務 局：その予定は無い。 

 

委 員 Ｃ：18ホールを回るのにどれくらいかかるのか。 

委 員 Ｄ：1時間半あれば18ホール回ることが可能である。 

 

委 員 Ｅ：弁当を食べることのできる場所はあるのか。 

委 員 Ｄ：旭には40人程を収容できる部屋があるのでそこで食事が出来る。 

事 務 局：匝瑳市では、管理棟２階に休憩室が２部屋（テーブル席と和室）あるので、そこ

で対応可能である。 

 

委 員 Ｃ：デイキャンプ場の利用は管理棟で受付を行うのか。また、アルコール等の持ち込

みは禁止なのか。 

事 務 局：受付は管理棟で行う。アルコール等の禁止については、検討中である。 

委 員 Ａ：今までは持ち込み禁止等の規定は無かった。 

 

委 員 Ｃ：デイキャンプ場は使用料を徴収するのか。 

事 務 局：現在、検討中である。 

 

委 員 Ｃ：パークゴルフ場の前にバス停はあるのか。 

事 務 局：200ｍほど離れた信号付近にバス停がある。 

委 員 Ｃ：せっかく新しい施設ができるのであれば、バス停を作るべき。市バスの検討委員

会でも提案したい。 

 

 

１１ 閉 会 

 

詳細は別添会議資料による。 

 

 


